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本日、ここに、平成２８年第２回羽咋市議会臨時会が開かれる

にあたり、提出議案についてご説明申し上げます。 

 

はじめに、４月１２日に発生した旭町地内の住宅火災により、

８９歳の女性の方がお亡くなりになりました。亡くなられた方の

ご冥福をお祈りし、心から哀悼の意を表しますとともに、被災さ

れた方々に対しまして、心からお見舞い申し上げます。 

 

また、平成２８年熊本地震では、多くの方々が犠牲になられま

した。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、心から哀

悼の意を表しますとともに、被災された多くの方々にお見舞い申

し上げます。 

 

未だ行方不明の方々もおられますが、一刻も早い救出を心から

お祈り申し上げます。 

 

今後、国による復興対策がなされることと思いますが、本市と

いたしましても微力ではありますが、義援金の受付や救援物資な

どの支援を考えてまいります。 

 

以上申し述べまして、提出案件の説明に入ります。 
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議案第３０号 千里浜財産区の財産の処分について、および 

議案第３１号 財産の取得につきましては、市が観光交流拠点施

設を整備するにあたり、千里浜財産区所有の土地１２，５２９平

方メートルを９，９４８万１千円で市へ売却し、市がその財産を

取得しようとするもので、地方自治法および羽咋市市有財産条例

の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 
報告第３号 平成２７年度羽咋市一般会計補正予算第７号の

専決処分につきましては、地方創生加速化交付金と担い手確保・

経営強化支援事業費補助金の交付決定に係る、増額補正でありま

す。 

 

地方創生加速化交付金事業につきましては、「羽咋創生」に向

けた取り組みをさらに加速させるものであり、「羽咋市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に掲げる先駆的事業である『のと里山

羽咋自然栽培「聖地」化プロジェクト事業』とジビエ活用事業な

どについて、平成２８年度当初予算と合わせ一体的に推進してま

いります。 

 

また、担い手確保・経営強化支援事業につきましては、意欲あ

る農業者の経営発展を促進するため、農業用機械・施設などの導

入を支援するものであります。 
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各事業の補正額は、地方創生加速化交付金事業につきましては、

７，８０９万６千円、担い手確保・経営強化支援事業が 

１，０６８万円であります。 

 

財源といたしましては、国庫支出金６，４８５万７千円と県支

出金１，０６８万円などを充当し、不足分につきましては、財政

調整基金への積立金の減額などで調整をいたしました。 

これにより今回の補正は、歳入歳出それぞれ 

７，５５９万７千円を追加し、予算総額を 

１１０億５，０５２万６千円に定めたものであります。 

 

報告第４号 羽咋市税条例等の一部を改正する条例の専決処

分の報告につきましては、地方税法の改正に伴うものであり、平

成２８年４月１日に施行されることから専決処分を行ったもので

あります。 

 

改正の主な内容につきましては、新たに取得される自家消費型

太陽光発電設備に係る固定資産税を３年間減額することなど、所

要の整備を行ったものであります。 
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報告第５号 羽咋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報

告につきましては、学校教育法等の改正に伴うものであり、平成

２８年４月１日に施行されることから、専決処分を行ったもので

あります。 

 

改正の主な内容につきましては、小中一貫教育を行う新たな学

校の種類の制度化に伴い、所要の改正を行ったものであります。 

 

報告第６号 羽咋市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の専決処分の報告につきましては、地方税法施行令等の改正に

伴うものであり、平成２８年４月１日に施行されることから、専

決処分を行ったものであります。 

 

改正の主な内容につきましては、平成２８年度分の国民健康保

険税から、賦課限度額の引き上げと、５割軽減および２割軽減世

帯の軽減判定所得の基準額を引き上げるものであります。 

 

報告第７号 羽咋市地域包括支援センターにおける包括的支

援事業の実施に係る人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の専決処分の報告につきましては、介護保険

法施行規則の改正に伴うものであり、平成２８年４月１日に施行

されることから、専決処分を行ったものであります。 
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改正の主な内容につきましては、地域包括支援センターの職務

に従事する主任介護支援専門員について、５年を超えない期間ご

とに更新研修を受けることが要件とされたことに伴い、所要の改

正を行ったものであります。 

 

以上をもちまして、提出いたしました案件の説明を終わります。 

詳細につきましては、各常任委員会において説明いたしたいと

存じます。 

 

何とぞよろしくご審議の上、適切なるご決議を賜りますようお

願い申し上げます。 


